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再

生
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第

三

十

三

回 

 

新

し

い

タ

イ

プ

の

企

業

年

金

制

度

・

日

本

版

四

〇

一

Ｋ

の

薦

め

 
 

 

執

筆

担

当

者 

 
 
 
 

飯

島

 

賢

二 

従

来

の

企

業

年

金

制

度

で

は

、

厚

生

年

金

基

金

と

適

年

（

適

格

年

金

制

度

）

が

代

表

的

な

制

度

と

し

て

利

用

さ

れ

て

き

た

。

し

か

し

、

多

く

の

社

会

的

問

題

を

背

景

に

、

今

、

企

業

年

金

制

度

が

、

大

幅

に

変

わ

ろ

う

と

し

て

い

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

 

退

職

給

与

引

当

金

制

度

は

、

ご

存

知

の

通

り

、

平

成

一

四

年

度

か

ら

廃

止

に

な

っ

た

。

退

職

金

準

備

に

適

年

を

利

用

し

て

い

る

企

業

も

、

ほ

ぼ

、

廃

止

の

方

向

で

整

理

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

見

込

み

で

あ

る

。

具

体

的

に

は

、

平

成

二

四

年

三

月

末

ま

で

に

、

他

の

企

業

年

金

制

度

へ

移

行

す

る

か

、

廃

止

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

く

な

る

。

引

き

続

き

損

金

算

入

措

置

を

受

け

な

が

ら

、

税

法

的

に

も

有

利

な

方

法

を

選

択

し

、

退

職

給

付

金

を

準

備

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

で

あ

ろ

う

。 

適

年

の

移

行

先

に

は

、

確

定

給

付

型

年

金

、

確

定

拠

出

年

金

、

そ

れ

と

中

退

共

（

中

小

企

業

退

職

金

共

済

）
な

ど

が

考

え

ら

れ

る

。

何

を

選

択

す

る

か

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

企

業

の

判

断

に

委

ね

ら

れ

る

 

こ

れ

ら

の

中

で

、

今

、

最

も

注

目

さ

れ

て

い

る

の

が

、

確

定

拠

出

年

金

、

い

わ

ゆ

る

「

日

本

版

四

〇

一

ｋ

」

と

い

わ

れ

る

も

の

で

あ

る

。

ア

メ

リ

カ

の

内

国

歳

入

法

第

四

〇

一

条

の

ｋ

項

を

モ

デ

ル

に

で

き

た

、

全

く

新

し

い

タ

イ

プ

の

年

金

制

度

で

あ

る

。

 

従

来

は

国

や

企

業

の

基

金

が

運

用

し

て

い

た

も

の

を

、

加

入

者

自

身

が

自

分

で

運

用

す

る

こ

と

に

な

り

、

そ

の

運

用

い

か

ん

に

よ

り

、

給

付

金

つ

ま

り

年

金

額

も

差

が

出

て

く

る

タ

イ

プ

で

あ

る

。

上

手

に

運

用

す

れ

ば

す

る

ほ

ど

有

利

に

な

る

、

自

己

責

任

の

年

金

制

度

と

い

っ

て

も

い

い

か

も

し

れ

な

い

。

ハ

イ

リ

ス

ク

と

は

言

い

切

れ

な

い

が

、

う

ま

く

運

用

す

れ

ば

、

ハ

イ

リ

タ

ー

ン

に

な

る

可

能

性

が

あ

る

。

 

企

業

型

と

個

人

型

の

２

種

類

あ

り

、

ど

ち

ら

も

拠

出

時

、

運

用

時

、

受

取

時

共

に

税

制

優

遇

措

置

が

受

け

ら

れ

、

導

入

す

る

企

業

に

も

税

制

面

で

の

優

遇

が

あ

る

。

 

更

に

利

点

の

一

つ

と

し

て

、

も

し

転

職

し

た

場

合

で

も

、

そ

の

ま

ま

転

職

先

の

確

定

拠

出

年

金

制

度

に

移

行

で

き

、

い

わ

ゆ

る

ポ

ー

タ

ビ

リ

テ

ィ

が

機

能

す

る

。

 

低

金

利

に

よ

る

運

用

難

、

年

金

受

給

者

を

支

え

る

従

業

員

数

の

減

少

に

加

え

、

新

退

職

給

付

会

計

基

準

の

導

入

に

よ

る

退

職

給

付

債

務

な

ど

、

企

業

年

金

に

伴

う

財

務

環

境

は

悪

化

の

一

途

、

そ

ん

な

体

質

改

善

の

ベ

ス

ト

解

決

策

の

一

つ

が

、

「

日

本

版

四

〇

一

ｋ

」

と

い

え

る

か

も

し

れ

な

い

。

詳

細

は

、

税

理

士

、

社

会

保

険

労

務

士

、

フ

ァ

イ

ナ

ン

シ

ャ

ル

プ

ラ

ン

ナ

ー

、

あ

る

い

は

、

各

保

険

会

社

の

ス

タ

ッ

フ

に

お

問

い

合

わ

せ

し

て

み

て

く

だ

さ

い

。 


